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微罪処分

不起訴等１２０万人

保護観察所保護観察所

犯犯 罪罪

警察，海上保安庁，税関，麻薬取締官等

検察庁検察庁（新規受理（新規受理 ２１９万人）２１９万人）

裁判所裁判所（公判請求（公判請求 １４万人）１４万人）

刑務所刑務所
（新受刑者（新受刑者 ３万人）３万人）

起訴
９９万人

実刑

無罪等

罰金科料

執行猶予５．２万人

検察官送致等

満期釈放１．２万人

略式手続
８５万人

仮釈放
１．５万人

＜司法警察員等＞

刑法犯認知件数
１０年間で約５８％増

公判請求事件数
１０年間で約５１％増

受刑者の急増
１０年間で約５０％増

（現在約８,０００人の過剰収容
収容率１１６％）

保護観察事件等の急増

このうち道交除く受理事件数
１０年間で約３０％増

うち凶悪事件数
１０年間で約６５％増

保護司

更生保護施設民間ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ

※平成１５年７月末現在
受刑者約６万人

（資料２）
法務省



犯罪に強い社会の実現を目指して

第１ 刑事司法システム強化等
１ 犯罪に強い社会を実現するためには，

○ 国民の防犯意識を高め，家庭，教育現場，職場，地域社会，
地方公共団体，関係省庁が一丸となって，犯罪の起きにくい社
会環境を整備する

○ 犯罪が発生した場合には，早期に犯人を検挙して，厳正な処
罰をする

○ 犯罪者に改善更生教育を施して，円滑な社会復帰を図る
ことが重要

２ その意味で，
○ 治安対策の基盤である刑事司法システム全体の機能強化，す

なわち，警察，海上保安庁，税関，麻薬取締官などの司法警察
職員等，検察庁，裁判所，刑務所，保護観察所などの刑事司法
システムを構成する治安関係機関の体制整備

が急務であるとともに，
○ 刑事司法システムの最後の砦である刑務所の過剰収容を解消

する
○ 保護司，更生保護施設など民間との協働による更生保護活動

の推進など，民間活力を最大限活用する
ことが重要

第２ 法務省の施策の要点
１ 水際対策の強化

○ 出入国審査の厳格化，バイオメトリクス等の最新技術の活用
検討，東京入管新宿出張所など摘発体制の整備

○ 公安調査庁における国際テロ等に関する情報の収集・分析機
能の充実強化

２ 各種犯罪対策
○ 組織犯罪，ハイテク犯罪など，各種犯罪に的確に対処するた

めの法整備
○ 組織的犯罪処罰法，改正少年法等の新法の厳正な運用

３ 被害者への配慮


